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[委員会意見] 

 

調査事件３ 福島町頑張る地元企業等応援条例に関する調査について 

（平成 28年 7月 19日調査） 

 

 本調査は、４月２６日開催の総務教育常任委員会で調査した人財育成・企

業応援等の制度設計に関する調査において、所管を経済福祉常任委員会に移

すこととした企業等応援関係部分について、今般、条例の制定に向けて開催

した各産業団体との懇談会の意見を取り入れ、町が新たに策定しようとする

期限を設けない「常設型」条例案の概要がまとまったとのことから、その内

容を確認し調査したものであり、その調査結果を次のとおり報告する。 

 

【論点とした調査項目】 

 

１．条例（案）第３条、第４条について 

（１）第３条第１項第１号の投資額の下限額について 

  現行条例の使い勝手の悪さから「投資額を下げてほしい」との強い要望を

受けての下限額の設定であるので、公正・公平の視点から全産業統一の下限

額の設定が望ましいと考える。したがって、投資下限額を一律２０万円で設

定されることを考慮願いたい。 

 

（２）条例第４条第１項第１号の助成額の上限額について 

  各団体との懇談会での意見を取り入れ、財源の確保を考慮した助成額上限

の設定は理解するが、農林業については、新たな福島版営農モデルによる新

規就農者が期待されること、第３次産業においては、店舗等改修への高額な

投資の可能性、有害鳥獣駆除においても高額な銃の購入等が考えられるので、

公正・公平の視点からも産業別の上限の設定は行わないことが望ましいと考

える。したがって、助成上限額についても一律３００万円で設定されること

を考慮願いたい。 

 

２．条例第３条（助成の対象）について 

  高額な車両や機械類の民間での取得実態はリース契約による取得がほとん

どであるため、規則第３条「助成の対象基準」にリース取得の規定を加え、

リース契約による取得も対象とする可能性について検討願いたい。 

 

３．規則第３条第２項及び第１号の規定の文言の整理について 

（１）第３条第２項の文言について 

  



  第３条第２項中「ただし、車両は常時事業に使用することが客観的に認め

られ、かつ、車体に助成名称及び事業者の表示を条件として、次に掲げるも

のを対象とする。」のうち、「常時事業に使用」及び「客観的」の判断が曖昧

となる恐れがあるため、現行の条例の事象を踏まえ、文言の整理が必要と考

える。 

  【例】「車両は常時事業に使用することが客観的に認められ、」を 

「車両は専ら事業の用に供するものとし、」 

 

（２）第３条第２項第１号の文言について 

  （１）と同様に「常時事業に使用する車両」について、文言の整理が必要 

と考える。 

  【例】「常時事業に使用する車両」を「専ら事業の用に供する車両」 

 

（３）第３条第２項にある表示の方法について 

  町民への政策周知、不適切な疑念の払拭等、条例の主旨を徹底させるため

に、表示方法、表示場所については、統一的なひな形を作成し、様式として

規則に規定すべきと考える。 

 

４．規則第４条（雇用奨励助成金の対象基準額）について 

  現行条例の雇用奨励金の対象である雇用者の数によらず、基準年を設定し

た人件費総額の伸率による対象基準の設定については理解する。 

 

５．予算枠の確保について 

  施設の投資分については、産業団体毎に予算枠の配分について協議・調

整するとのことであるが、各団体の構成員の予算枠の把握・調整は難しい

と思慮するので、各産業団体と協力し町が主体となり把握に努めるべきと

考える。 

 

６．総括意見 

 今回示された条例（案）等については、企業振興条例３年間の実績を検証し、

各種産業団体との懇談を経て作成したとのことであるが、論点とした事項につ

いては再度検討を願いたい。条例施行後は、毎年度事業検証し必要に応じて修

正を加えていくとのことであるが、その際の事業者の視点に立ったきめ細かな

検討も期待する。 

 なお、事業の推進にあたっては、公正・公平を期し、各種産業団体に事業内

容等の周知を徹底し、有効に活用され所期の目的を達成されることを期待する。 

 また、実績検証を行った際には検証結果を議会に報告願いたい。 


